
武
雄
市
消
防
団
に
入
り
ま
せ
ん
か
？

　
武
雄
市
で
は
１
４
７
０
名
の

消
防
団
員
が
、
火
災
や
風
水
害

等
の
災
害
か
ら
地
域
住
民
の
生

命
と
財
産
を
守
る
た
め
に
活
動

し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
団
本
部
、
分
団
（
各

町
に
設
置
）
、
女
性
部
、
ラ
ッ

パ
隊
、
支
援
部
（
特
定
の
災
害

活
動
等
に
出
動
す
る
O
B
消
防

団
員
）
を
組
織
し
、
安
全
で
安

心
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
地

域
で
種
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
武
雄
市
消
防
団
で
は
、
新
入

団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
応

募
資
格
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は

下
記
の
と
お
り
で
す
。

　
災
害
等
か
ら
地
域
の
安
全
安

心
を
守
る
た
め
に
、
あ
な
た
の

力
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

◆
応
募
資
格
　
市
内
に
居
住
し
、

又
は
勤
務
す
る
年
齢
18
歳
以

上
の
健
康
な
者

◆
募
集
内
容
　
基
本
（
一
般
）

団
員
（
男
女
は
問
い
ま
せ
ん
）

◆
主
な
業
務
　
災
害
防
御
活
動

（
消
火
活
動
、
救
助
活
動
、

水
防
活
動
）
、
大
規
模
災
害

活
動
（
水
害
対
応
、
震
災
対

応
、
山
火
事
等
対
応
）
、
火

災
予
防
の
広
報
・
啓
発
活
動
、

防
火
安
全
知
識
・
技
能
の
普

及
、
消
防
訓
練
等

◆
待
遇
　
報
酬
・
費
用
弁
償
支

給
あ
り
。
公
務
災
害
補
償
、

退
職
報
償
金
（
５
年
以
上
勤

続
）
・
表
彰
・
福
祉
共
済
制

度
あ
り

◆
採
用
　
平
成
20
年
４
月
２
日

※
消
防
団
に
関
す
る
問
合
先

　
総
務
部
　
総
務
課
　
安
全
安

心
係

　
電
話
（
23
）
９
３
１
５

　
山
内
支
所
　
総
務
課

　
電
話
（
45
）
２
５
１
１

　
北
方
支
所
　
総
務
課

　
電
話
（
36
）
２
５
１
１

　
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節

に
な
り
ま
し
た
。
火
災
予
防
思

想
の
一
層
の
普
及
と
火
災
の
発

生
防
止
、
死
傷
事
故
や
財
産
の

損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
『
春

季
全
国
火
災
予
防
運
動
』
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
武
雄
市
と
消
防
団
は
、
期
間

中
に
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

行
い
ま
す
。

①
火
災
予
防
ポ
ス
タ
ー
や
火
の

用
心
チ
ラ
シ
、
広
報
、
Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ
、
防
災
行
政
無
線
な
ど

で
火
災
予
防
運
動
の
周
知
を

図
り
ま
す
。

②
21
時
に
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
、

各
家
庭
や
事
業
所
で
の
火
の

元
の
点
検
を
促
し
ま
す
。

③
消
防
団
は
各
分
団
、
広
報
活

動
や
消
防
水
利
の
点
検
な
ど

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
活
動

を
行
い
ま
す
。

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動


